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　令和７年11月26日（水）、広島労働局長室（広島地方合同庁舎２号館５階）において、広島
労働局労働行政関係功労者表彰の表彰式（宮原真太郎局長）があり、労働行政の推進への
多大なるご貢献、ご功績を称えて７名の方々の表彰式がありました。  
　建災防広島県支部からは、俵副支部長（広島分会長）、加藤副支部長（三次分会長）の
お二方が表彰を受けました。心からお祝い申し上げます。  

　　令和７年11月５日（水）、広島労働局から木下麻子労働基準部長、監督課の笠井義弘主
任監察監督官のご訪問があり、標記の要請書を受領するとともに、「年末年始に向けて慌
ただしく災害リスクも高くなるので、安全衛生対策の強化と相まって、12月以降も長時間
労働削減対策やしわ寄せ防止対策等の推進を継続してほしい。」と激励を受けました。

広 島 労 働 局 長 表 彰 に つ い て

（俵透副支部長） （加藤修司副支部長）

長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請書
～11月は「過労死等防止啓発月間」、「しわ寄せ防止キャンペーン月間」です～

令和７年11月５日

　建設業労働災害防止協会広島県支部
　支部長　檜　山　典　英　　 殿
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日頃から、労働行政の推進に格別の御配意を賜り、厚く御礼申し
上げます。
　過労死等防止対策推進法（平成26年法律第100号）では、11月
を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等防止のための集中
的な啓発を行うこととされており、同法に基づく「過労死等の防
止のための対策に関する大綱」（令和６年８月２日閣議決定）に
は、過労死等防止対策の数値目標として、令和10年までに、週労
働時間40時間以上の雇用者のうち週労働時間60時間以上の雇用者
の割合を５％以下とする、年次有給休暇の取得率を70％以上とす
る等が掲げられております。

　厚生労働省におきましても、こうした目標の達成に向けて、過
重労働による健康障害防止対策を重点事項に掲げて施策を推進し
ておりますが、過労死等の労災支給決定件数は近年増加傾向にあ
り、また、時間外労働の上限規制の適用が猶予されていた建設の
事業、自動車運転の業務、医師等についても、令和６年４月の適
用開始から１年以上が経過し、法令の一層の遵守が求められるな
どの課題があるところです。

　このようなことから、厚生労働省としては、長時間労働の削減
を始めとする働き方の見直しに向けた取組を一層推進するため、
昨年に引き続き、11月を「過重労働解消キャンペーン」期間と定
め、集中的な周知啓発等を行うこととしております。

　貴団体におかれましては、これまでも、働き方改革に関する周
知啓発に格別の御協力をいただいたところですが、改めて過重労
働解消キャンペーンの趣旨を御理解いただき、次の事項が着実に
取り組まれるよう、傘下団体・企業等に対する周知啓発に御協力
を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

１　労働時間を適切に管理することに加え、長時間労働を前提と

　した労働慣行からの脱却を図ることで時間外労働の削減に取り組
　むとともに、年次有給休暇を取得しやすい雰囲気を醸成するため
　の取組等を積極的に行ていただくこと
　（具体的な取組例）
　　　・経営トップによるメッセージの発信
　　　・勤務間インターバル制度、フレックスタイム制、テレワー
　　　　ク、年次有給休暇の計画的付与制度、時間単位の年次有給
　　　　休暇制度等の導入
　　　・ノー残業デーの設定
　　　・年次有給休暇の取得による連休の実現（プラスワン休暇）等

２　令和６年４月１日から時間外労働の上限規制が適用された建設
　の事業、自動車運転の業務については、長時間労働の背景として、
　取引慣行上の課　題が挙げられることから、
　⑴　建設工事の発注者となる場合には、週休２日を確保すること
　　に配慮した適正な工期設定となるよう考慮すること
　⑵　荷主となる場合には、長時間の恒常的な荷待ちを発生させな
　　い取組等を行っていただくこと
　（具体的な取組例）
　　　・入庫時刻の予約など荷物の積み下ろしに関する予約受付シ
　　　　ステムの導入
　　　・パレット等の活用
　　　・十分な納品リードタイムの確保
　　　・運送を考慮した出荷時刻の設定 等

３　自社の働き方改革等により、取引先中小事業者に適正なコスト
　負担を伴わない短納期発注や発注内容の頻繁な変更などの「しわ
　寄せ」を生じさせることのないよう取引上必要な配慮を行うこと
　　また、中小企業等が賃上げの原資を確保できるよう、取引事業
　者全体のパートナーシップにより、労務費、原材料費、エネルギ
ーコストの上昇分を適切に転嫁できるよう取り組んでいただくこと

４　令和５年４月１日からの、中小企業における月60時間を超える
　時間外労働に対する割増賃金率の引上げへの対応も含め、時間外
　労働に対する割増賃金を適正に支払っていただくこと

広　島　労　働　局　長
宮　原　真　太　郎

※　当支部ホームページの「お知らせ」コーナーをご覧ください。
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　本事業は、建設業における安全衛生に係る発明・研究又は創意工夫、地道な努力、前向きな
考え方等がみられる作品により、労働災害防止や快適職場の形成等に顕著な功績があった者を
顕彰し、顕彰作品を広く紹介することで、安全衛生に関する意識の高揚を図るとともに、職場
の安全衛生活動に役立てることを目的としております。
　また、中小規模事業場における作品についても奮ってご応募ください。

　労働災害防止や快適職場の形成等に効果のある次のような作品を募集しています。
①　創意工夫、地道な努力、前向きな考え方等がみられる作品
②　日常の現場において発明・研究又は考案された作品
③　機械・設備・安全装置・保護具の改善等ハード分野の作品
④　施工技術の改善、小集団活動等の労働災害防止活動等ソフト分野の作品

　令和8年度の顕彰式は、令和8年10月8日㈭新潟県新潟市の朱鷺メッセにおいて開催
する「第63回全国建設業労働災害防止大会（総合集会）」において行います。

　令和７年度顕彰作品の「ピット番長」を使用することで、遠隔地から常時作業場所のガス濃
度やWEBカメラ映像で作業状況をリアルタイムに監視・共有できるようになり、Wi-Fiのアク
セスポイント搭載により、作業場所に移動式のネットワークを構築でき、ピット外部との連絡
が可能になります。作業者の入退場管理等も容易になります。

※ 詳細は、右の二次元コードを参考にしてください。
https://www.kensaibou.or.jp/public_relations/invention/invention.html
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－ 令和８年度顕彰基金による顕彰作品の募集 －
建設業の安全衛生に係る発明・研究又は創意工夫、

地道な努力、前向きな考え方等がみられる作品を募集します！

〈令和７年度顕彰者〉

令和７年度顕彰作品
〈ピット番長〉
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建設業における化学物質管理者講習の開催のお知らせ
開 催 日　令和８年３月２日㈪　8：50～17：20
場　　所　広島ＹＭＣＡ国際文化センター　本館４０４（広島市中区八丁堀7-11）
受 講 料　（会員）12,100円　　（非会員）13,200円　　テキスト代　1,925円

Ⅰ関係法令
Ⅱ化学物質の危険性及び有害性
　並びに表示等
Ⅲ化学物質の危険性及び有害性
　等の調査
Ⅳ化学物質の危険性及び有害性
　等の調査の結果に基づく措置
　等その他必要な記録等
Ⅴ化学物質を原因とする災害発
　生時の対応
Ⅵ実演

化学物質に関する概論及び関係法令

化学物質の危険有害性及び表示等

化学物質のリスクアセスメント

リスクアセスメントの結果に基づく措置等

災害発生時の応急措置

リスク管理マニュアル作成の実務

６０分

９０分

１００分

９０分

３０分

５０分

計４２０分

科　　目 内　　容 時　間

※当支部のホームページに「受講申込書」を掲載しています。

令和５年７月14日付け基発0714第８号厚生労働省労働基準局長通達「労働安全衛生規
則第12条の５第３項第２号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に
関する講習等の適用等について」に基づく講習（安全衛生教育）です。
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⑸
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署別

広島中央
 呉
福 　 山
三 　 原
尾 　 道
三 　 次
広 島 北
廿 日 市
合 　 計

全　　産　　業 建　　設　　業
令和６年 令和７年 令和６年 令和７年

死亡 休業 死傷計 死亡 休業 死傷計 死亡 休業 死傷計 死亡 休業 死傷計
対前年
増減数増減数

対前年
増減率
（%）

建設業
/全産業
（%）

881
196
576
180
148
183
312
278
2,754

－25.3
13.3
－5.0
7.1
35.7
－11.5
61.9
－5.3
－2.4

7.2
8.3
10.4
9.7
11.4
16.1
9.8
7.7
9.2

－20
2
－3
1
5
－3
13
－1
－6

－60
8

－34
－27
19
－40
33
－46
－147

824
206
549
154
167
143
346
234
2,623

820
206
547
154
166
140
344
231
2,608

884
198
583
181
148
183
313
280
2,770

3
2
7
1

1
2
16

4

2

1
3
2
3
15

78
13
59
13
14
26
21
19
243

59
17
57
15
19
23
34
18
242

59
17
56
15
18
21
34
16
236

79
15
60
14
14
26
21
19
248

1
2
1
1

5

1

1
2

2
6

令和６年・令和７年　建設業における事故の型別労働災害発生状況 ）るよに告報病傷死者働労（
 広島労働局（令和７年10月末）

令和６年・令和７年　全産業・建設業・署別労働災害発生状況 ）るよに告報病傷死者働労（
 広島労働局（令和７年10月末）

（　）内は、死亡で内数

１ １月 建設業 墜落・転落 足場男 20代 １年とび工
橋の床板取替工事において、吊り足場を組
み立てるため、足場材を当該足場内に搬入
していたところ、つり足場とともに作業者が約
20ｍ下の山中に落下した。

橋の床板取替工事において、吊り足場を組
み立てるため、足場材を当該足場内に搬入
していたところ、つり足場とともに作業者が約
20ｍ下の山中に落下した。

２ １月 建設業 墜落・転落 足場男 40代 １年とび工

３ ５月 建設業 おぼれ 水男 50代 31年管理者 ダムの点検作業を行っていたところ、足を滑
らせ、斜面を転落し河川内で溺死した。

墜落・転落４ ９月 建設業 建築物・
構築物男 50代 20年解体工

交通事故
（道路）５ ９月 建設業 トラック男 50代 40年防水工

高温・低温
の物との
接触

高温・低温
環境

６ ９月 建設業 男 50代 12年管理者

建物の解体作業において、３階窓から７メー
トル下の地面に墜落した。
トラックを運転していたところ、走行車線の左
側ガードレールに衝突し、横転した。

昼休憩後、現場の片付け作業中に被災者の
姿が見えなくなったため、同僚が探したと
ころ、軽トラックの社内で倒れている状態
で発見された。

№発生月 業　種  職　種 性別年齢 経験 事故の型 起因物　　      災　害　発　生　状　況

令和７年　建設業死亡災害発生状況
 広島労働局（令和７年10月末）
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広 島 県 支 部 各 分 会
広島分会（０８２）２２８－８２５２　三原分会（０８４８）６３－９９２０　三次分会（０８２４）６２－４３９１
呉 分 会（０８２３）２２－６８８６　尾道分会（０８４８）２２－８９１８ 廿日市分会（０８２９）３１－０１９６
福山分会（０８４）９２４－４３２０

※受付状況等の詳細につきましては、支部及び各分会にお問い合わせください。
　なお、定数に満たない場合は中止、または、延期する場合があります。

建災防広島県支部（０８２）２２８－８２５０

令和７年度講習計画令和７年度講習計画（令和７年12月～令和８年2月末までの計画）（令和７年12月～令和８年2月末までの計画）

広島市
福山市
広島市
広島市
福山市
広島市
広島市
呉市
福山市
呉市
広島市
福山市
広島市
広島市
広島市
広島市
福山市
広島市

県支部
福山分会
県支部
県支部
福山分会
県支部
県支部
呉分会
福山分会
呉分会
県支部
福山分会
広島分会
県支部
県支部
広島分会
福山分会
県支部
県支部

11～12

11

11

27～28

28～29

15

20

20

23

23

20～21

14

16～17

25～26

13,14,16

12

25

3～4

足場の組立て等特別教育

建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者
木造建築物の組立て等作業主任者
酸欠・硫化水素危険作業主任者

型枠支保工の組立て等作業主任者

巻上げ機（ウインチ）運転業務
自由研削と石取替え等業務

フルハーネス型安全帯使用作業特別教育

足場の組立て等作業主任者能力向上（定期）教育
施工管理者のための足場点検実務者研修

職長・安全衛生責任者教育

現場管理者統括管理

職長・安全衛生責任者能力向上教育

講　習　名 実施場所受付分会 開催日
１月 ２月12月

※「建築物石綿含有建材調査者講習」の申込みの受付開始日は開催日の２ケ月前の当日です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（但し、土・日・祝日の場合は翌営業日とします。）

　詳細は建災防広島県支部のホームページにてご確認ください。
https://www.jcosha-hiroshima.jp/

実施場所
広島市

受　　付
県支部 ー18～19

２月 ３月
建築物石綿含有建材調査者講習（一般）

建設工事に従事する労働者のための教育「建設従事者教育」（6時間） ＊要請により、随時実施

令和７年度登録講習計画（令和８年２月～令和８年３月末までの計画）（令和８年２月～令和８年３月末までの計画）令和７年度登録講習計画

実施場所
広島市

受　　付
県支部 ー

４月
建築物石綿含有建材調査者講習（一般）

令和８年度登録講習計画（令和８年４月の計画）（令和８年４月の計画）令和８年度登録講習計画

低圧電気取扱業務

足場の組立て等作業主任者
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